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次期医療保険制度改革の主な検討事項

出産育児一時金の引き上げ1.

0 出産育児一時金について、費用の見える化を行いつつ、
大幅に増額

0 後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部
を支援する仕組みを導入することが考えられないか
※高齢者医療制度創設前は、全ての世代で出産育児一時金を含め
子ども関連の医療費を負担

Ⅱ,高齢者医療を全ての世代で公平に支え合う仕組み

0 現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療に
おける高齢者の保険料負担割合を見直すことが考えられ
ないか

》介護保険では、第1号被保険者(65歳~)と第2号被保険者
(40~64歳)の1人当たり保険料額は概ね同じ

》高齢者世代の保険料化ついて、低所得者に配慮しつつ、能力に応
じた負担を強化する観点から、賦課限度額や所得に係る保険料率
を引き上げる形で見直しをしてはどぅか

Ⅲ,被用者保険における負担能力に応じた格差是正の強化

0 ①被用者保険者支援の在り方を見直すとともに、②前期
高齢者の給付費の調整において、現行の「加入者数に応

じた調整」に加え、陸及酬水準に応じた調整」を導入す
ることが考えられないか
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出産育児

出産育児一時金の額については、前回の引き上げ時は、「公的病院」の平均出産費用を勘案し、設定。

出産費用は年々上昇する中で、平均的な標準費用を全て賄えるようにする観点から、

・「全施設」の平均出産費用を勘案するとともに、

・近年の伸びを勘案し、直近の出産費用も賄える額に設定する。

0 以上より、 48.0万円(令和4年度の全施設平均出産費用の推計額(※))+12万円(産科医療補償制度の掛金)=492万円

となるため、出産育児一時金の額は、令和5年4月から、全国一律で、 50万円とする。

^時金の引上げ額について

く参考
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出産費用(正常分娩)の推移>

※「全施設」の平均出産費用は、ここ10年、毎年平均で1.4%上昇しており、令和4年度の平均出産費用を48.0万円と推計。
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^全施設の出産費用(室料差額等除く) ^公的病院の出産費用(室料差額等除く)
^私的病院の出産費用(室料差額等除く) 診療所の出産費用(室料差額等除く)

(データ)厚生労働省。室料差額、産科医療補償制度掛金、その他の費目を除く出産費用の合計額。
(※)平成24年以降、出生数は年間平均2.5%減少傾向(2020年人口動見畴薦十)
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能力に応じた後期高齢者の保険料負担の見直し

. 今回の見直し(出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入、高齢者負担率の見直し)にあわせ、

低所得者に配慮しつつ、高齢者世代内で能力に応じた負担を強化する観点から、後期高齢者の保険料負担のあり方を見直し。

80万円

<今回の改正に伴う保険料負担のあり方の見直しのイメージ>

. 1:1となっている均等割と所得割の比
率を見直し、所得割の比率を引き上げ、
48:52程度とする

(今回の制度改正で低所得層の保険料負担
が増加しないよう配慮)

腔盟■■亘冒■■冒旦■■●尋■●■■闇■■■

戸斤イ昇害1

■量駆■■■■劃盾■翌■唾啓皿劉匪曇■恒置盟暑巨■急罫匿巨■個冒■■巨■■,盟霊冒■亜軍●閉個胃岡抽■■■■直巨■雇■■匿冨■■■匿司■■翌皿゛

(参考) 世帯の所得が一定以下の場合には、均等割の7割、 5割、 2割を軽減。
年金収入のみ(基礎控除43万円、公的年金等控除110万円)の場合。(※ 1
令和3年度は被保険者の38.9%(令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告)。(※2)

令和4 ・ 5年度の賦課限度額は年額66万円。令和4 ・ 5年度の全国平均料率'均等割47,7刀円、所得割率9.34%)ベースでは、合計1,004万円(給与収入894万円、年金収入110万円)で限度額に到達。(※3)

令和4年度における賦課限度額超過被保険着割合(1.29%(令和2年度後期高齢者侯療被保険君実態訥査に基づき、令和4年度における状況を推計))を前提に:賦課限度額超過被保険者割合が同種度
になるよう、制度改正を行わない場合の令和6・7年度の状況を推計したもの。

(※4)年収200万円の場合の保険料額 q,570円/月)は、 R4・5年度(6,840円/月)からの高齢化等による医療費増に伴う保険料負担の増加(+390円/月)を含む。
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能力に応じた後期高齢者の保険料負担の見直し(激変緩和措置)

. 後期高齢者の負担増に対応するため、次の激変緩和措置を実施。

①出産育児一時金の後期高齢者からの支援対象額を12とする(令和6・7年度)

②賦

80万円

<今回の改正に伴う保険料負担のあり方の見直しのイメージ>

③所得割のかかる一定以下の所得層について、所得割を2年かけて段階的に引き上げ(制度改正分は令和7年度)
,"限度額を2年かけて段階的に引き上け

,"

. 全体として後期高歯諸の剣旦増樹聯り

(令赤口6 ・ 7年團

^ 、

・所得割のかかる一定以下の所得層にっいて、、.
所得割を2年かけて段階的に引き上げ..、!'、..、、、

■●画巨言亜巨■画●■巨舌画■盾画■■■■■■司員●師伺闇匪●■匡巨■閑勃■庭■習●■■●巨癌■匪■翌皿■匪旦蜜匪●量匡垣■■君雪匿■■重巨厘

(参考 1)

(参考2)
(※ 1)
(※2)

@1
.

当該者の所得が旧ただし害所得58万円(年金収入のみの場合、年収211万円に相当)
以下の場合に、所得割を2年かけて段階的に引き上げる。
世帯の所得が一定以下の場合には、均等割の7割、 5割、 2割を軽減。

賦課限度額を2年かけて

段階的に引き上げ
(※施行後1年内に新たに乃歳に

到達する方は激変緩和措置の対象外)

③F

所得割引き上げの軽減対象者割合(約12%)は、令和3年度後期高齡者被保険者実態調査特別集E十。対象者数(約240万人)1す、当該対象者割合に令和6年度の被保険者数見込みを乗じた推計値。
年収200万円の場合の保険料額(フ,2§0円/月・フ>560円/月)は、叫゜・5年度(6,840円シ月)からの高齢化等による医療費増に伴う葆険料負担の増加(+390円/月)を含む。゜
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後期高齢者 1人当たり保険料額(2年間)への影響(収入卿D

・今回の見直し(出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入、高齢者負担率の見直し)に伴う後期高齢者一人当たり保険料額

(2年間)への影響を収入別に試算したもの。

・出産育児一時金は50万円(8万円引き上げ)、後期高齢者医療からの支援対象額は一時金全体。
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ご制度改正後1
-CR6,・70'i1 ・'・.、"ι',・.'、、、
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" L111イ1ゑ'
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※1 負担杢の昆直しとあわせ、出産育児一時金をβ万田弓儘^、

■、.一■」巨区
゛■■'"

,、゛

50,500円.9β79,"0

^

80万円

<1,149,'0>

<1,047万円>

後期1人当たり平均

十゛

※2 本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。

※3 2022年度予算ベースを足下にし、2024年度までの人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。なお、医療の高度化等による伸びは直近の実績値により見込んでいる。
※4 2021年度後期高齢者被保険者実態調査を特別集計したものを基に試算。

※5 「均等割額」、「所得割率」、「保険料額(後期一人当たり平均)」は、全国ベースの推計値であり、収入別の保険料額は、当該全国ベースの推計値をもとに、控除・均等割軽減について現行制度を前提に試算。
※6 T到達収入」・「年収1,100万円」は、単身、年金収入110万円、その他を給与収入をモデルに算定。「年収80万円」・「年収200万円」は、単身、年金収入のみをモデルに算定(「年収80万円」は均等割7割軽減、

「年収200万円」ほ均等割栓割軽減)。「年金収入400万円」は、単身、年金収入200万円、その他を給与収入をモデルに算定。
※7 「増加額」は、2024・2025年度における制度改正前後の比較。

「保険料額」は、今般の制度改正に伴う影響のほか、各項目ごとに、2022・23年度からの高齡化等による医療費増に伴う保険料負担の増加(下記)を含む。
・保険料額(後期1人当たり平均)【R4・5年度 7フ,700円[6,470円]】+4,300円/年[+360円] ・保険料額(年収80万円)【R4・5年度 14,300円[1,190円]】+800円/年[十70円]
・保険料額(年収200万円) 82,100円[6β40円]】+4,600円/年[+390円] ・保険料額(年収400万円)【" 205,600円[17,140円]】+11,600円/年[+970円]
・保険料額(年収1,100万円) 660,000円[55,000円]】+10,000円/年[+830円]
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するとともに、これに伴う後期高齢者の保険料増は所得割で対応する前提で試算。
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後期高齢者 1人当たり保険料額(2年間)への影響(収入卿D

・今回の見直しに伴う後期高齢者一人当たり保険料額(2年間)への影響を収入別に試算したもの。

・次の3点の激変緩和措置を実施。

②賦課限度額を2年かけて段階的に引き上げ

①出産育児一時金(50万円)の後期高齢者からの支援対象額を12とし、全体として後期高齢者の負担増を抑制(令和6・7年度)

③所得割のかかる一定以下の所得層について、所得割を2年かけて段階的に引き上け'(制度改正分は令和7年度)

F子弊鯛簿ぎ宮^符才マ^、

;1LJ、、:、」!!r"

1細j・'甑1齢iミ,五、、'.ニ、ビ王 t嵒・

1秘・',お゛ト・・,'.、""ぐ・'5

1'ξ受蚕逐議^'考*

/＼

賦課限度額
<超過割合>
<到達収入>

制度改正後
(R6)

67万円

!,50,500円'.9.879,"0 ',<1.30%>

<976万円>

均等割額

制度改正後'1

(R7)

1 73万円
<128ツ0>

<984万円>

80万円
<1.13%>

<1,049万円>

※1 負担杢の昆直Lとあわせ、出産育児一時金を旦亙田旦儘とぜ、

所得割率

+0円

[+0円]

※2 本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。
※3 2022年度予算ベースを足下にし、2024年度までの人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。なお、医療の高度化等による伸びは直近の実績値により見込んでいる。
※4 2021年度後期高齢者被保険者実態調査を特別集計したものを基に試算。

※5 「均等割額」、「所得割率」、「保険料額(後期一人当たり平均)」は、全国ベースの推計値であり、収入別の保険料額は、当該全国ベースの推計値をもとに、控除・均等割軽減について現行制度を前提に試算。
※6 「到達収入」'「年収1,100万円」ほ、単身、年金収入110万円、その他を給与収入をモデルに算定。「年収80万円」・「年収200万円」は、単身、年金収入のみをモデルに算定(「年収80万円」ほ均等割7割軽減、

「年収200万円」は均等割2割軽減)。「年金収入400万円」は、単身、年金収入200万円、その他を給与収入をモデルに算定。
※7 「増加額」は、2024年度は同年度における制度改正前後の比較、2025年度は前年度からの保険料負担の増加。

「保険料額」は、今般の制度改正に伴う影響のほか、各項目ごとに、2022・23年度からの高齢化等による医療費増に伴う保険料負担の増加(下記)を含む。

・保険料額(後期1人当たり平均)【R4・5年度刀,700円[6,470円]】+4,300円/年[+360円] ・保険料額(年収80万円)【R4・5年度 14,300円[1,190円]】+800円/年[十70円]
82,100円[6β40円]】+4,600円/年[+390円]・保険料額(年収200万円) ・保険料額(年収400万円)【 n 205,600円[17,140円]】+11,600円/年[+970円]

・保険料額(年収1,100万円) 660,000円[55,000円]】+10,000円ノ年[+830円]

後期1人当たり平均

【

」

50,500円 10.709"0

82,000円

[6β30円]

1

+70,000円

[+5β30円]

年収80万円

86,100円

[フ,170円]

87,200円

[フ,270円]

1

'

15,100円

[1,260円]

^▲^^
..^^4

', 1Ξ'""'票^゛^^,=冨^

+4,100円

[+340円]

十1,100円

[+90円]

保険料額

年収200万円

15,100円

[1,260円]

1,

、

金公

ロ:月額

86β00円

[7i230円]

15,100円

[1,260円]

の1/2の7

十0円

[+0円]

年収400万円
,

86,800円

[フ,230円]

1

+0円

[+0剛

毛"リ 1D

^

'

.

J .゛

、

217,300円

[18,110円]

^

L

90,700円

[フ,560円]

二 i:

+0円

[+0円]

するとともに、これに伴う後期高齢者の保険料増は所得割で対応する前提で試算。

E

」 1

ゞ1潅盲取'江0ゑ方円斧"、、

+3,900円

[+330円]

11

231,300円

[19,270円]

800,000円

[66,670円]

!

+60,000円

[+5,000円]

1

」1

670ρ00円,

[55β30円] 1

231,300円

[19,270円]

+14,000円

[+1,170円]

1

730,000円

[60β30円]
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【参考資料】

・後期高齢者1人当たり保険料、現役1人当たり支援金の推移

・財政影響(出産育児一時金の増額、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入)

・財政影響(高齢者負担率の見直し)

・財政影響(被用者保険者間の格差是正)

6
厚生労働省

Uと.くらし、み6い命た局に

M11'1尋lryN H闘11んL●^f馴ldwN1■r.
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後期高齢者1人当たり保険料、現役1人当たり支援金の推移

フ,000

6,500

単位:円

6,000

平成22年度改定

5,500

5332
(100)

5,000

4,500

平成24年度改定

5236 5258

4,000

98

3,500

(99)

52411

平成26年度改定

3,000

29

5S76-55631(1。フ) 55671
(105)(104)(104)

(98)

3466
(107)

2,500

(100)

3667

2,000

(113)

平成28年度改定

3967
3853

(122)
(119)

平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度

後期高齢者一人当たり保険料額は、平成20~令和3年度は後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告に基づく実績額、令和4年度は保険料改定時見込み。

現役世代一人当たり支援金額は、平成20~令和2年度は確定賦課、令和3年度及び令和4年度は概算賦課ベース。

現役世代一人当たり支援金額の伸びは、満年度化の影響排除のため、平成20年度の金額化12n1を乗じたものを基準に計算。
平成28年度の現役世代一人当たり支援金額は、平成28年10月以降の適用拡大を含めた金額。

0 内の数値は、平成20年度の数値を100とした場合の指数。

平成30年度改定

125
1 4211

(127)

5726

( 107)

58431
(110) 1

130

4421
(136)

令和2年度改定

5895
(111)

4483
(138)

4695

θ
(113)

6351

(144) 1

4802

(119)

令和4年度改定

eH8)

6365

令和4年度
(見込)

(119)

(155)

%hi
(121)

4888
(150)

5299

後期高齢者一人当たり

保険料

5456
(168)

現役世代一人当たり
支援金
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財政影響(出産育児一時金の増額、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入)

・今回の見直し(出産育児一時金の増額、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入)に係る財政影響を制度別にみたもの。

・出産育児一時金は50万円(8万円引き上げ)、後期高齢者医療からの支援対象額は一時金の12。

(2024年度:満年度ベース)

=_,气、ゞ-r ・,,、、、'.',、.'・,." J:・L 、・,1〕'.1・〒、'・"7曳r「"'3,:、'、ト,,乢' NJ'"、、・..,.]、・、、、.ノ'ー・.・'・.'、,.・、..,..1ト、・_',・、、、.!、゛、 1"'・、、・..' 11""ー、.,、.、?、...、、H.ι'、J'、ー,'・!
,,"'ニ"{ー、ム'..t1二.:.、、,.・・.i、'::1....、と牛,、.゛.313之d億内'か、'1・',、1f、"'1',、、tに才_.ン'、・., 1 に、'ケ" 1'63a億.円、"'ウシ 11.、..。".'",.、, L二'、,'、・・,'・計・、、、'・'・、"、・・'・、,、、"、、・・・・・ジ、・・・'・・,'.・・・,・,・・・,・・・・,,・・"・"・"・',、.,..、..^、ー',.ー,.、甲..、、'、ー、 TI 、' 1 '゛..".ト,、.ー.、,]凡、.'.,..、.ー... 1、'...,^.,.ノ".】

,.ナ^一甲、

}、塗裟繼'協Aけんぼ 1,440億円 3β00円B20円〕 220億円 600円〔50円〕
1滞1基11 (▲60億円)(▲200円〔▲10円〕)
'■'**
1,1器C為健保組厶 1,040億円 3,800円BI0円〕 160億円 600円〔50円〕
丁コ^

1 」

5,200円〔440円〕冒、

1,200円〔100円〕

80億円510億円
、

q

共済組合等
(▲20億円)1

」,'

、 1

320億円 60億円
国民健康保険

(▲10億円)

130億円
後期高齢者

(130億円)

出産育児一時金(公費除く)のν2の7%を後期高齢者が支援するとともに、それに伴う後期高齢者の保険料増は所得割で対応する前提で試算。
本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。
2022年度予算ベースを足下にし、2024年度までの人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。なお、医療の高度化等による伸びは直近の実績値により見込んでいる。
「共済組合等」には日雇特例及ぴ船員保険を含む。「国民健康保険」ほ市町村国保と国保組合の合計。
被用者保険各制度の「影響額」には事業主負担分を、国民健康保険の「影響額」には地財措置等分を含む。
「加入者一人当たり」は、各制度の給付費・影響額を当該制度の加入者数で除して加入者一人当たり1こ換算したものである。
端数処理のため内訳が合計に一致しない場合がある。

影響額

800円〔70円〕
(▲200円〔'20円〕)

200円〔20円〕

(▲20円〔▲2円〕)

600円〔50円〕

(600円〔50円〕)

住励テ) +8万円)

力叺者

一人笥、こり

ロ:^

力叺者

一人笥、こり
ロ:^

※(1寄瓜)内は、後期高齢者医療制度力ちの支援導入による影響額

給付費

42万円

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

50万円

^▲^^
..^^4
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^甲^^Ξ.ー^
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財政影

・今回の見直し(高齢者負担率の見直し)に係る財政影響を制度別にみたもの。

(高齢者負担率の見直し)

(2024年度:満年度ベース)

20億円

協会けんぼ

1

保険料

^

820億円 20億円50億円^

見直しに伴う後期高齢者の保険料増は所得割で対応する前提で試算。
本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。
2022年度予算ベースを足下にし、2024年度までの人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。なお、医療の高度化等による伸びは直近の実ホ劃直により見込んでいる。
「共済組合等」1こほ日雇特例及び船員保険を含む。「国民健康保険」は市町村国保と国保組合の合計。
被用者保険各制度の「保険料」には事業主負担分を含む。
「加入者一人当たり」は、各制度の保険料影響額を当該制度の加入者数で除して加入者一人当たりに換算したものである。
端数処理のため内訳が合計に一致しない場合がある。

、

健保組合

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

共済組合等

力叺者

一人笥"こり

ロ:^

国民健康保険

▲300億円

▲290億円

後期高齢者

▲100億円

▲800円

〔▲70円〕

▲1,000円
〔▲90円〕

▲1,100円
〔▲90円〕

▲300円

〔▲20円〕

4000円

〔340円〕

▲80億円

公費

0億円

国

0億円

0億円

▲100億円

地方

▲20億円

0億円

'70億円
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財政影響(被用者保険者間の格差是正)

・今回の見直し(被用者保険者間の格差是正)に係る財政影響を制度別にみたもの。

・前期財政調整における報酬調整の導入の範囲は、 1/3で調整。

(2024年度:満年度ベース)

前期納付金等へ
の影響額

▲970億円

600億円

350億円

20億円

、1

協会けんぼ

健保組合

.

'..

共済組合等

J

※1 健保組合に対し、企業の賃上げ努力を促進する形で、既存の支援を見直すとともに、高齢者負担率の見直し(▲290億円)とあわせて負担減となるように国費による更なる支援を行う。
※2 報酬調整の導入に伴う導入部分に係る協会けんぽへの国庫補助の廃止等により、国費は合計▲1,290億円。

上記の影響額を含めた協会けんぽの保険料への影響額は320億円、国民健康保険の保険料への影響額は30億円。
(参考)近年、協会けんぽの報酬水準が上昇していることから、保険料負担は増加する見通しとなっているが、協会けんぽの平均報酬は、平成28年以前は13年間、
被用者保険全体の平均報酬に比べ、国庫補助率の16.4%以上下回っており、こうした状況下では保険料負担は減少。なお、協会けんぽの今年度末の積立金見込みは4.9兆円。

※3 本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。

※4 2022年度予算ベースを足下にし、2024年度までの人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。なお、医療の高度化等による伸びは直近の実績値により見込んでいる。

※5 「前期納付金等への影響額」は、各制度における「前期納付金一前期交付金」の見直しによる影響額。
※6 「共済組合等」には日雇特例及び船員保険を含む。「国民健康保険」は市町村国保と国保組合の合計。
※7 端数処理のため内訳が合計に一致しない場合がある。

国民健康保険

後期高齢者

1/3報酬調整
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機密性2

協会の主な発言

第157回医療保険部会(R4.11.11 開催)(出席:安藤理事長)

議題 医療保険制度改革について

出産育児一時金について、これからの保険制度を担う次世代を支援するものであり、後期高齢者の方に
も医療保険を支える集団の一員として、能力に応じた負担をお願いすることについては、賛成である。また、
協会として、これまでの累次の引上げに際して、その根拠となるデータを提示し、明確なルールに基づいて出
産一時金の額を決定するよう、重ねて求めてきたところである。

0 14ページにあるような項目について、15ページに参考のイメージが示されているが、妊産婦の方たちが御
覧になって、そして分かりゃすく、そして安心で信頼できるような内容を公表し、出産費用の見える化を行うこ
とについては、ぜひともお願いしたい。こうした見える化により、妊産婦がサービスに応じて適切な費用の医
療機関を選択できるようになれぱ、出産費用の適正化も進み、今後の出産育児一時金の額に関する検討に
ついても明確なルールの下で行うことが可能になると考えている。

発言

01妥来的型よ_L出産育児一時金は保険半肋喝で1討武全玉一
作りも必要ではないかと考えている。

、,.という形で行うような仕組み=診
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機密性2

協会の主な発言

第158回医療保険部会(R4.11.17 開催)(出席:安藤理事長)

議題 医療保険制度改革について

0 後期高齢者の保険料負担の見直しについては、高齢者医療費への拠出金が今後もさらに大きく拡大する
見込みであることなど、現役世代の保険料負担は限界に達している。持続可能な保険制度を構築していくた
めに、フページ、8ページでお示しいただいたような形で後期高齢者の方にも医療保険を支える集団の一員と
して負担能力に応じた公平な参画をお願いしたいと考えている。

国民健康保険制度の取り組み強化の方向性については賛成する。資料の中で2ページ目にある生活保護
受給者の国保等への加入について、その中に医療保険と比較して精神・行動の障害の占める割合が高いこ

と等からという記載がある。これは協会けんぽの実情も鑑みて、傷病手当金を受給している方が最も多いの
はやはり精神・行動の障害である。昨年度の10月のデータでは、傷病手当金を受給している方の36%は、精
神・行動の障害が原因で傷病手当金を受給している。その中でずっとお休みして、会社を辞めなけれぱなら
なくなり、協会けんぽの加入者の資格がなくなった後もその支給は続いている方が一定数あり、その方々が
36%いる。多分この方は国保に移行された方であると思われる。そういう方々を減らすという努力を被用者保

険にいる間1こきっちりやっていく必要があると考えている。

0 医療費適正化計画の見直しについて、2ページ目の実効性向上のための体制構築の1つ目の矢羽根に
ある

発言
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協会の主な発言

第159回医療保険部会(R4,12,1 開催)(出席:安藤理事長)

議題 医療保険制度改革について

0 医療保険制度改革について、当協会を含めた被用者保険関係5団体の意見として、「医療保険制度改革
に向けた被用者保険関係5団体の意見」を提出させていただいている。

本意見にもある通り、現で

会において

発言

声支えていくためには世代"の

△口の

12月に入り、とりまとめに向けた議論が加速していくこととなるが、本意見に掲げた内容を踏まえ、より一層

議論を深めていけるよう、事務局においては、部会の運営にあたってご配慮いただくようお願いする。

0 また、資料1の「1.被用者保険間の格差是正について」に関して、前期高齢者に係る財政調整において、

1寺の見吉しに向けナ・
^'

"、ノーノ

報酬水準に応じた調整を導入するとのことだが、

世代の

0 負担能力に応じた公平に支え合う仕組みを実現するためには、できるだけ早期に金融資産についても勘

案した具体的な制度設計が必要である。

こついてのみ減額されるという理解でよいか、確認したい。

る公

、

^

美

ら付と王

三寸進めていくことが重

日は

ajハについては

ド■

日の土り方

こ達しており

E.ーノ、

二王

公平1

現?世代が

である。

一百
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ことはじめ引き,売き

■乍してこれからも
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袿会保障審議会・医疫保険部会部会長

田辺国昭殿

令和4年12月1日 第巧9回社会保障塞議会医療保険部会

急速な少子高齢化を迎える巾、我が国が誇る国艶皆保険の維持卯見据え,た全世代型社会保障の機

築は最も重要な命題のーつである。これを踏まえ、全世代型捻余保儘橇築本部及び骨太の方劃 2肥2

におい、ぐ 1給付け嘉齡者中'心,負担は現役世代中,「.、」、レいう二れまでの社会保笈を見適・上ことが示

されたとご6である,

現在、社会保障審議会,氏慌保険部会において医療保険制度改革の議論が行われひ、るが、今股

の改苗の最大のf1的は「現役世代の負担軽減1 の実現1こ島る。全世代型社会保隙の構築1こ向け分

厚い中間層の復活などのた・めにも、 f育て・若者世代を捻1二めと寸る現.役世代の負担軽誠が不可欠

で島る.それらを踏まえ、社会保障審講会・塑擦保険部会に参i画する被用者保険開係5団休におい

て、下記のとおり改めて意見を上り主とめたので提出,る。

記

1.現役世代の負担軽誠に係る施策の確実な実現

木年10Hから、一定以上所得の後期高齢者窓Π負畑 2割が導入されたが、現役世代の負担

は依然大きい。現在、議論が進められている、「後期高齢者の保険斜賦課限度額の引き上げ」、

「高齢者支援金の負担割合の見直し」および「後期高齢者医療制度も含めた出産青児一・gキ金の

負担の仕組遅の導人、については、低所得者に配慮しっり確尖に実施ナべきで島る,

医療保険制度改革に向けた被用者保険関係5団体の意見

令和4年12月1Π

委員捉出資料

健康保険組合連合会

令国健康保険協会

日木経済団体連合会

日本商工会議所

日本労働組合総連合会

■

2.被"1者保険者問の格差是正を通じた保険者基盤強化の実現

被用者保険者問の格菱是正を行う場合、企業、労働組合との連携を含め、保険行機能の発挿

を限害しない上うに才るとともに、各保険者における財政等の影響を勘案するtとが要諦であ

る。重た、こi1により削減した公費財鴻、は、現役世代の負担経減1こ全頬充てるぺきである

な翁、全世代型社会保随構築会議で示された,賃上げ努力を促継tる形,での支援の兄直し

にり,'、ては、拠出金負担の樫械や保険者の解散抑止など既存の叱.要な支援の充実・強化を主オ'

検討・手'くきである。

1
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゛.

協会の主な発言

第161回医療保険部会(R4.12.15 開催)(出席:安藤理事長)

議題 医療保険制度改革について

0 令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、50万円という引上げ額が示されたことにつ
いては、一定の合チ里性はあるが十分ではない。出産費用の見える化によって、妊産婦がサービスに応じて適
切な費用の医療機関を選択できるようになれぱ、出産費用の適正化も進み、今後の一時金の額に関する検
討について、より明確なルールのもとで行うことが可能になると考えている。

0 資料2の4ページにもあるが、出産費用の見える化の効果等を踏まえ、引上げ後3年をめどに、出産育児
一時金の在り方について検討するべきであると記載がある。次回の一時金に関する検討において、丁寧な
議論を積み重ねることが可能となるよう、出産費用の見える化について、前伊ルも含め、可能な限り早期の実
施に向けて迅速に議論を進めていただきたい。

0 医療費適正化対策の実効性の確保について、国の第4期医療費適正化計画に盛り込まれ、これを踏まえ
て、令和5年度、各都道府県において、都道府県医療費適正化計画が策定されると理解している。今回の資
料にも、新たな目標として、医療・介護の効果的・効率的な提供の重要性を踏まえた取組の推進が掲げられ
ているが、今回のコロナ対応で、医療と介護の連携の重要性が、より一層クローズアップされたと考えている。

0 また、医療費適正化計画については、6年間の中期計画となるが、協会けんぽにおいては、毎年度、
PDCAサイクルを回しながら保険料率の設定を行っているところである。こうした努力について、我々としても、

保険者協議会等の場を通じ、国民健康保険等と共有していくつもりだが、国においても、都道府県が毎年、

医療費適正化計画についてPDCAサイクルを回し、施策を検証することが可能となるよう、都道府県に対する
積極的な指導をお願いしたい。

0 協会けんぽとしても、国民がより健康的な生活を送り、医療費の適正化を図ることが可能となるよう、都道
府県と連携して後発医薬品の使用促進や、医療サービスの提供状況の適正化はもとより、加入者の健康づ
くり、重症化予防などの保健事業にさらに積極的に取り組んでいきたい。国においては、都道府県が産業保
健や被用者保険等、幅広い主体と連携しつつ、大局的な視点に立って計画を立案することが可能となるよう、

今後、医療費適正化基本方針等の策定等を進めていただきたい。

発言
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協会の主な発言

第161回医療保険部会(R4.12.15 開催)(出席:安藤理事長)

議題 医療保険制度改革について

0 高齢者医療費への拠出金が今後も大きく増加する見込みであるなど、現役世代の保険料負担は限界に
達している。現役世代力泳所昇して、これからも医療保険制度を支えていくためには、世代間の給付と負担の

在り方を公平に見直すことをはじめ、制度の見直しに向けた検討を進めていくことが急務であると考えている。

0 また、協会けんぽの加入事業所の約8割は、従業員が9人以下であり、そのほとんどが中小、小規模企業
であるため、財政基盤が脆弱である。健康保険組合についても、協会けんぽの保険料率を超える組合が増
加している状況である。したがって、こうした財政的に脆弱な健康保険組合に対する支援も含め、世代内にお
ける公平性の確保についても、あわせて検討を続けていく必要がある。その意味で、今回の整理は、医療保
険制度の持続可能性を高めるために必要な見直しの、あくまでも第一歩であると考えており、全ての世代の

方々の安心を広く支え合い、次の世代に引き継いでいくために不可欠な改革を確実に行っていけるよう、今

後も本部会で不断の議論を続けていただきたい。

発言
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2 ■ 医薬品の安定供給に関する対策ついて

,J

※令和4年12月16日第195回中医協薬価専門部会参考資料1・2(抜粋)厚生労働省HP
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医薬品の「欠品・出荷停止」

0 全体の28,2ツ0、後発品では41.0%で出荷停止、限定出荷が発生。

安定供給確保に関するアンケート調査概要 (2022年8月末時点)

一結果の概況一".(223社、15,036品目)

【全体概要】
2022年8月末

調査結果

通常出荷
,

出翁停心

自社事情

.

他社品の影響

品目数

その他

出荷停止・限定出荷

小計

総計

小計

10β02

、1;φ9§

合計

構成比

※出荷停止1,099品目のうち、7社683品目は行政処分を受けた会社によるもの

《参考(昨年(2021年8月末時点)の調査結果(一部抜粋))》

「限定出荷」の状況について

665

〒

71.8%

2,261

209

品目数

欠品・

出荷調整

3,135

先発品

4.4%

15.0%

L

4,389

4,234

1,4%

15,036

構成比

20.8%

仂テゴリー別:限定出荷と出荷量にっいて】

口

52

93.6%

28.2%

58

159

、

100.0%

1'1%

先発品

品目数

31

後発品

後発品

1,2%

248

3,143

5,484

3.4%

その他の医薬品

300

0.フ%

合計

構成比

4,689

997

5.3%

※通常出荷量(A)

出荷量減少(B)
出荷量支障(C)

通常出荷量(A)

578

20.4%

59.0%

2,058

6.4%

その他の医薬品

10,フ%

100.0%

197

175

品目数

2,176

2,811

6.2%

22.1%

3β08

79.4%

204

929

64

2,437

1.9%

フフ.4%

出荷量減少(B)

構成比

9,292

30.3%

50

84.2%

100%以上の出荷量

80%以上、100%未満の出荷量
80%未満の出荷量

【カテゴリー別:「出荷停止」、邸艮定出荷」の構成比】

88,1%

41.0%

29

4.4%

フフ.フ%

27

44

100.0%

4.フ%

369

3

2.フ%

2022年8月末

調査結果

10.9%

76

2β90

4.2%

9

13.1%

出荷量支障(C)

405

先発品

126

03%

11.8%

1,055

後発品

フ.2%

12.9%

29.4%

その他の医薬品

■■=

11.9%

24

266

総計

100.0%

9.フ%

3

293

9.5%

【カテゴ'リー別:

限定出荷の要因(自社事情、他社品の影響)分キ府

品目数

出荷停止

49

3.9%

合計

248

9.3%

2,811

2022年8月末

調査結果

5.1%

52

100.0%

構成比

997

76

3,135

100.0%

50

1,099

100.0%

4.フ%

2022年12月5日日薬連安定確保委員会「安定供給の確保に関するアンケート結果にっいて」より抜粋

先発品

90.フ%

100.0%

品目数

限定出荷

4.6%

100.0%

後発品

自社事情

248

2,811

その他の

医薬品

構成比

58

23.4%

76

3,135

8.フ%

578

フ.9%

他社品の影響

合計

89.フ%

20.6%

86.9%

限定出荷

159

2.4%

29

100.0%

38.2%

64.1%

2,058

4.4%

6価

フ.0%

21.2%

100.0%

73.2%

その他

91.0%

44

31

57.9%

12.5%

2,261

14.8%

2.0%

175

100.0%

72.1%

6.2%

部.フ%

合計

248

3

100.0%

3.9%

2β11

1.5%

209

フ.9%

100.0%

100.0%

6,フ%

89.フ%

76

100.0%

3,135

2.4%

100.0%

100.0%

、31

限
定
出
荷

計、心
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後発医薬品の供給不安に対する取組

後発医薬品メーカーの薬機法違反を契機として、同社製品の出荷が停止又は縮小し、その影響により他社品目につぃ

ても出荷調整が行われ、医薬品の入手が困難な状況が発生。さらに、医療現場が、正確な供給状況力斗酎屋できず、医

薬品の確保に不安を感じて平時よりも多くの注文を行うことによって、さらに需給がひっ迫する事態が生じてぃる。

》製造販売企業から医療機関・薬局等への各医薬品の供給情報の提供を徹底(令和2年12月)

》日本製薬団体連合会において、限定出荷や欠品等の全体状況を調査・公表(令和3年Ⅱ月~)

》供給量に関する実態調査を踏まえ、供給量が十分な製品にっいては、製薬企業に対して限定出荷の解除を

依頼するとともに、医療関係者にこれらの医薬品に関する正確な供給状況を共有し、購入量に関する一定の

目安をお示しするなどの対応を実施(令和4年3月)

》医薬品の供給不安時において、供給状況を速やかに医療現場等にお伝えすることができるよう、国が製薬企業

等から報告を受けた情報を整理し、公表する規定を盛り込んだ感染症法等の改正案が今国会にて可決
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今後実施する追加対応

》令和5年度薬価改定において、不採算品再算定の特伊佐実施した医薬品にっいて、安定供給を製薬企業に
求めるとともに、そのフォローアップを実施。

》製薬業界と国とで連携しっつ、各医薬品の正確な供給状況にっいて、できる限り迅速に把握・提供する取組
を実施。

》上記に加え、安定供給に向けた産業構造を含めた課題にっいて「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合
対策に関する有識者検討会」において議論、検討を実施。
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